
第５４号議案 

   中間市障害福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例 

 この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

  令和２年９月１日提出 

中間市長  福田 浩   



   中間市障害福祉計画策定委員会条例の一部を改正する条例 

中間市障害福祉計画策定委員会条例（平成18年中間市条例第30号）の一部を次のように改

正する。 

題名を次のように改める。 

中間市障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会条例 

第１条中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第88条の規定により、中間市障害福祉計画（以下「福祉計画」という。）」を

「中間市障害福祉計画・障害児福祉計画」に、「中間市障害福祉計画策定委員会」を「中間

市障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会」に改める。 

第９条を第10条とする。 

第８条中「規定」を「定めるところ」に改め、同条を第９条とし、第７条を第８条とする。 

第６条中「会議」の次に「（以下「会議」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 議長は、必要と認めるときは、会議において委員以外の関係者から説明又は意見を聴く

ことができる。 

第６条を第７条とする。 

第５条の見出しを「（委員長及び副委員長）」に改め、同条第１項中「副委員長」の次に

「それぞれ１人」を加え、同条を第６条とする。 

第４条中「任期は、」の次に「委嘱の日から」を加え、同条に次のただし書を加える。 

ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。 

第４条を第５条とする。 

第３条第２項中「の各号」を削り、同項第６号中「その他」を「前各号に掲げるもののほ

か、」に改め、同条を第４条とする。 

第２条中「福祉計画の策定」を「中間市障害福祉計画・障害児福祉計画の作成」に改め、

同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第２条 この条例において、中間市障害福祉計画・障害児福祉計画とは、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下この条におい

て「総合支援法」という。）第88条第６項及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第33

条の20第６項の規定により、本市における次に掲げる計画を一体のものとして作成する計

画をいう。 

(１) 総合支援法第88条第１項の市町村障害福祉計画 

(２) 児童福祉法第33条の20第１項の市町村障害児福祉計画 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、令和２年10月１日から施行する。 

（中間市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正） 

２ 中間市特別職職員の給与等に関する条例（昭和31年中間市条例第23号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条第17号を次のように改める。 

(17) 中間市障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会の委員 

別表第２中「障害福祉計画策定委員会の委員」を「中間市障害福祉計画・障害児福祉計

画策定委員会の委員」に改める。 



中間市障害福祉計画策定委員会条例新旧対照表 

改正後 改正前 

中間市障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会条例 中間市障害福祉計画策定委員会条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、中間市障害福祉計画・障害児福祉計画を作成す

るため、中間市障害福祉計画・障害児福祉計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を設置することを目的とする。 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17年法律第123号）第88条の規定により、中間

市障害福祉計画（以下「福祉計画」という。）を作成するため、中

間市障害福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置す

ることを目的とする。 

（定義） ＿＿＿＿

第２条 この条例において、中間市障害福祉計画・障害児福祉計画と

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号。以下この条において「総合支援法」とい

う。）第88条第６項及び児童福祉法（昭和22年法律第164号）第33条

の20第６項の規定により、本市における次に掲げる計画を一体のも

のとして作成する計画をいう。 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(１) 総合支援法第88条第１項の市町村障害福祉計画 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(２) 児童福祉法第33条の20第１項の市町村障害児福祉計画 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（任務） （任務） 

第３条 委員会は、中間市障害福祉計画・障害児福祉計画の作成につ

いて、市長の諮問に応じ、調査審議し、その結果を市長に答申する

ものとする。 

第２条 委員会は、福祉計画の策定について、市長の諮問に応じ、調

査審議し、その結果を市長に答申するものとする。 



（組織） （組織） 

第４条 （略） 第３条 （略） 

２ 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。 ２ 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。 

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略） 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 (６) その他市長が必要と認める者 

（任期） （任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から委員会の答申が終了するまでと

する。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前

任の委員の残任期間とする。 

第４条 委員の任期は、委員会の答申が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） （委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ１人を置く。 第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（会議） （会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集

し、委員長が議長となる。 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

４ 議長は、必要と認めるときは、会議において委員以外の関係者か

ら説明又は意見を聴くことができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（事務局） （事務局） 



第８条 （略） 第７条 （略） 

（報酬） （報酬） 

第９条 委員の報酬の支給については、中間市特別職職員の給与等に

関する条例（昭和31年中間市条例第23号）の定めるところによるも

のとする。 

第８条 委員の報酬の支給については、中間市特別職職員の給与等に

関する条例（昭和31年中間市条例第23号）の規定によるものとす

る。 

（委任） （委任） 

第10条 （略） 第９条 （略） 


